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沖縄県土木建築部下水道課 



    

１１１１    目的目的目的目的    

 沖縄県が管理する４浄化センターでは、いずれも嫌気性消化プロセスを有し

ており、下水処理の過程で発生する消化ガスを発電、消化タンクの加温及び燃

焼脱臭の燃料として用い有効活用してきました。 

 しかしながら消化ガスの有効利用率は那覇浄化センターで 86.5%に達して

いるほかは、宜野湾浄化センターでは 48.2%、具志川浄化センターでは 16.6%

にとどまっております。（平成 23 年度実績） 

 沖縄２１世紀ビジョン基本計画では、「持続可能な循環型社会の構築」がう

たわれております。消化ガスは生物由来でありカーボンニュートラルの特性を

もつため、有効利用することで温室効果ガスの削減、循環型社会の構築に寄与

することができます。 

 そこで消化ガスの有効利用の検討にあたり、民間事業者からの提案を募集い

たします。積極的な情報提供のほどよろしくお願いいたします。 

 

２２２２    情報提供依頼事項情報提供依頼事項情報提供依頼事項情報提供依頼事項    

（１）提案の概要及び設備フロー 

（２）概算費用 

（３）消化ガスを購入する場合、消化ガス購入可能単価 

 

３３３３    検討対象箇所検討対象箇所検討対象箇所検討対象箇所    

 宜野湾浄化センターおよび具志川浄化センター（参考：資料１） 

 

４４４４    提出方法提出方法提出方法提出方法    

（１）電子メールの場合 

下記のメールアドレスまで資料を添付し、送信して下さい。 

その際の件名は、「消化ガス有効利用に関する情報・提案の募集について」

として下さい。 

E-mail：aa069001@pref.okinawa.lg.jp 

（２）郵送の場合 

   下記の宛先まで資料をお送り下さい。 

   〒900-8570  沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

          沖縄県土木建築部下水道課（流域班）あて 



５５５５    募集期間募集期間募集期間募集期間    

（１）資料募集期間 

平成２５年４月２２日（月）から平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年７７７７月月月月    8888 日日日日（（（（月月月月））））まで 

（２）質問受付期間 

平成２５年４月２２日（月）から平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））まで 

質問は期間中にメールにて担当窓口へお送りください。 

寄せられた質問に対する回答については、下水道課ホームページ

（http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesui/index.html）にて公

開させていただきます。 

 

６６６６    応募応募応募応募にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての留意点留意点留意点留意点    

（１） 法人または法人のグループ単位での応募に限ります。 

（２） 資料の作成・提出等に係る費用は、応募者の負担でお願いします。 

（３） その他関係法令における要件を満たすようにしてください。 

（４） ご提供いただいた情報については、消化ガスの有効利用の目的のため

に当県組織内で利用させていただきます。県組織外へ開示することはい

たしません。 

（５） 検討対象箇所において提案を使用する権利については、本県に帰属す

るものとします。 

（６） 本件に関して情報提供のあった事業者に対して、将来の調達を保障す

るものではありません。 

（７） ご提供いただいた情報・資料につきましては返却いたしません。 

（８） ご提供いただいた情報に関して、後日問い合わせを行う場合がありま

す。 

 

７７７７    対応窓口対応窓口対応窓口対応窓口    

（１） 担 当：沖縄県土木建築部下水道課流域班 担当 新垣 

（２） 所 在 地：沖縄県那覇市泉崎１－２－２（県庁１１階） 

（３） 電話番号：０９８－８６６－２２４８ 

（４） E -ma i l：aa069001@pref.okinawa.lg.jp 

 

８８８８    参考資料参考資料参考資料参考資料    

 資料２に各浄化センターの一般平面図を示しております。 

資料３に各浄化センターの消化ガス利用状況を示しております。 

資料４に各浄化センターの消化ガス脱硫後成分を示しております。 


